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ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

特
設
人
権
困
り
ご
と　

心
配
ご
と
相
談
所
開
設

　

児
童
・
生
徒
の
い
じ
め
、
体
罰
、

家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
、
借
地
借

家
、
不
動
産
、
登
記
、
筆
界
特
定
、

相
隣
関
係
等
、
身
近
な
人
権
・
法

律
問
題
等
心
配
ご
と
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ど
な
た
で
も
ご
自
由
に
相
談
で

き
ま
す
。（
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
）

●
日
時

・
3
月
8
日
牙　

時
～　

時

13

15

●
場
所
／
せ
た
な
町
民

　
　
　
　
　

ふ
れ
あ
い 
プ
ラ
ザ

●
相
談
員
／
人
権
擁
護
委
員

問
合
せ　

役
場
総
務
課
総
務
係

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
1
1
1

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

北
檜
山
職
業
相
談
室
で

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

雇
用
保
険
受
給
手
続
か
ら
認

定
・
給
付
ま
で
、
ご
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

で
受
付
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
・
北
檜
山

職
業
相
談
室
へ
の
3
月
の
職
員

派
遣
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

大
成
区
の
方
の
管
轄
は
江
差
出

張
所
で
す
。

●
派
遣
日
時

・
3
月　

日
我　

時
～　

時

14

13

１７

・
3
月　

日
牙
9
時
～　

時

15
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問
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問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差
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1
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ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
         

法
律
・
登
記
相
談
の
お

知
ら
せ
（
事
前
予
約
制
）

　

相
続
・
贈
与
・
売
買
・
会
社
設

立
・
債
務
整
理
・
成
年
後
見
等
心

配
ご
と
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
ど
な
た
で
も
ご
自
由
に

相
談
で
き
ま
す
。
（
相
談
無
料
・

事
前
予
約
制
）

●
日
時

・
3
月　

日
我　

時
～　

時

14

１０

１２

●
予
約
締
切

 
・
3
月　

日
俄
（
先
着
４
名
ま
で
）

12

●
場
所
／
せ
た
な
町
民

　
　
　
　
　

ふ
れ
あ
い 
プ
ラ
ザ

●
担
当
相
談
員
／

　

司
法
書
士　

森　

奈
津
美

予
約
先　

役
場
総
務
課
総
務
係

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
1
1
1

ご
利
用
く
だ
さ
い　
  　
         

精
神
保
健
相
談
（
心
の
健
康

相
談
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

八
雲
保
健
所
で
は
、
精
神
保
健

及
び
同
障
が
い
者
福
祉
に
関
す

る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

（
予
約
制
）

●
日
時

・
3
月
8
日
牙　

時
～　

時

１３

15

●
場
所
／
八
雲
保
健
所
今
金
支
所

●
相
談
員
／
精
神
科
医
師
又
は　

　
　
　
　
　
　
　

心
理
相
談
員
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雲
保
健
所
健
康
推
進
課

　
　

殺
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3
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ご
存
知
で
す
か　
　
  　
      

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料
率
が

変
わ
り
ま
す

　

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け

ん
ぽ
）
北
海
道
支
部
の
健
康
保
険

料
率
が
、
本
年
３
月
分
（
４
月
納

付
分
）
よ
り
1
0
、
1
2
％
（
現

行
9
、
6
0
％
）
に
変
わ
り
ま

す
。

　

北
海
道
支
部
は
、
加
入
者
一

人
当
た
り
の
医
療
費
が
全
国
一

高
い
こ
と
か
ら
、
保
険
料
率
も

高
く
な
っ
て
お
り
、
皆
さ
ん
の

健
康
づ
く
り
が
重
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
協
会
け
ん
ぽ
の　
HP

ま
た
は
北
海
道
支
部
ま
で
。

http://w
w
w
.kyouka

ikenpo.or.jp/

問
合
せ　

全
国
健
康
保
険
協
会    

            
北
海
道
支
部

    
殺
0
1
1
・
7
2
6
・
0
3
5
2

善
意
に
感
謝
し
ま
す　
　
  　
 

●
担
い
手
育
成
基
金
へ

金
一
封

・
岩
原　

節
子　

様
（
北
檜
山
区
）

（有料広告）

そば処元気屋
北檜山区徳島殺(0137)84-5482(長田）

3月17日臥～２０日峨
            　　　   臨時休業させて頂きます

　　  誠に勝手ながら

（有料広告）

自家産  十割  手打
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戸籍の窓口
（1月1日～1月31日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の了解を得た方のみ掲載しています。

お誕生おめでとう 　　　　

○丸谷ひかりちゃん  （ 浩之 ） 徳   島

○大脇　 愛翔 くん     （ 弘行 ） 愛   知
あ い と

○弥左　 大地 くん     （ 直人 ） 西大里
だ い ち

○伊藤　 春間 くん     （ 勝敏 ） 三本杉
は る ま

○髙田　 愛衣 ちゃん  （  強   ） 西丹羽
め い

ご結婚おめでとう　　 　　

　牧野　　司 さん　 　 今金町

　佐藤めぐみ さん　　島　歌

　

おくやみ申し上げます 　　

○岡本　ミツさん    (83歳）丹　羽

○中村　ミチさん    (94歳）　 栄

○北條　静夫さん　（81歳）徳　島
○中川　清德さん　（96歳）豊　岡

○藤谷　洋子さん  （71歳）本町７区

○那須　正夫さん    (75歳）本町６区

○岩坂　友子さん    (74歳）本町１区

○能戸　吉一さん    (89歳）元　浦

○山田シュンさん    (102歳）宮　野

○寺分　美喜さん    (82歳）上　浦

○加藤　榮一さん    (79歳）宮　野

○沖崎　和子さん    (84歳）久　遠

○吉村　　等さん    (87歳）　 都

人口と世帯

1月末現在（前月比）

（－20）9,483人人 口

（－ 6）4,474人男

（－14）5,009人女

（－10）4,529世帯世 帯

灼

■問い合わせ先／函館年金事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/吉田] 殺 0137-84-5111（内線１１３４）
・瀬棚総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/西田] 殺 0137-87-3311（内線3000）
・大成総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１1８）

戸籍年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

※１　半額、３/４、１/４免除の該当になった方は、残りの保険料を納めなけ 
          ればその期間は、未納になってしまいますので注意してください。
※２　遺族基礎年金は、生計維持関係のある１８歳未満の子（障害のある子の  
         場合は２０歳未満）がいるときに支給されます。

　年金を受けるためには、国民年金保険料を納めている期間と、
免除が該当になった期間(※１)、そして厚生年金などの加入期間
を合わせて原則２５年（３００ヶ月）以上が必要です。

斬例えば厚生年金に加入したことがある方でも、厚生年金の期
間と国民年金保険料の納付期間や免除期間と合わせて３００ヶ月に
満たない場合は、将来年金を受け取ることができなくなってしま
います。
　また、国民年金の給付には、老後の生活保障である老齢基礎年
金のほかに、思いがけない事故などにより障害が残ったり、死亡
したときには障害基礎年金や遺族基礎年金(※２)が支給されます。

ムダにしていませんか？あなたの国民年金保険料? 

興自分自身のため、家族のため、納めてきた保険料をムダに

しないために、まずは年金を受け取る資格をつけましょう興

どんなことでもお気軽にお問い合せくださいどんなことでもお気軽にお問い合せください。。

季
労
働
者
の
皆
さ
ま
へ        

「
雇
用
相
談
窓
口
」
を

　
　
　
　

開
設
し
ま
す

　

渡
島
檜
山
北
部
通
年
雇
用
促

進
支
援
協
議
会
で
は
、
季
節
労
働

者
の
通
年
雇
用
を
促
進
す
る
た

め
、
季
節
労
働
者
皆
様
の
職
業
相

談
、
各
種
助
成
制
度
・
融
資 
制
度

等
の
案
内
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
全
国
の
求
人
情
報
の
提
供
、

季
節
労
働
者
の
協
議
会
登
録
な

ど
を
行
う
「
雇
用
相
談
窓
口
」
を

開
設
い
た
し
ま
す
。

●
日
時

・
３
月
9
日
画 　

時
～　

時

１０

15

●
場
所
／
せ
た
な
町
役
場

                           
産
業
振
興
課

 
※
上
記
日
時
以
外
で
も
、
事
前

に
連
絡
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
随
時

実
施
い
た
し
ま
す
。
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合
せ　

渡
島
檜
山
北
部
通
年

           
雇
用
促
進
支
援
協
議
会  

　

殺
０
１
３
７
・
６
４
・
３
３
５
５

問
合
せ　

役
場
産
業
振
興
課

　

殺
０
１
３
７
・
８
４
・
５
１
１
１

　３月は、なにかとあわただしい時期ですよね。
　役場の窓口にもいろいろな手続きに来る方が
多い時期を迎えます。その中でも引っ越しに関するご質問が多く
なります。今回、住所を異動する場合の手続きを簡単にお知らせ
します。詳しいことは気軽にお問い合せくださいね。

斬転入届（他の市町村からせたな町に引っ越してきた場合）
転入した日から１４日以内に手続きをしてください。その際は必ず
「転出証明書」（以前住んでいた市町村で発行されたもの）が必要
となります。

斬転出届（せたな町から他の市町村に引っ越す場合）
転出日が確定したら１４日以内に手続きをしてください。同じ世帯
以外の人からの届出の場合は、本人の委任状が必要となります。

斬届出に必要なもの
・届出人の本人確認できるもの…運転免許証など官公署が発行し 
　た写真の付いているもの。
・印鑑…認印をお願いします。

引っ越しのシーズンですね。


